
吹田市　第４次総計見直しに向けた市民公益活動団体ワークショップ　申込書
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お名前

活動団体

ご連絡先

メールアドレス

大綱１【 人権・市民自治 】

吹田市第４次総合計画はめざす将来像の実現に向けた取組を、８つの分野（大綱）に分けて定めてい
ます。この８つの分野から興味のある分野を３つお選びいただき、○をつけてください。
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大綱６【 都市形成 】

安心で快適に暮らせる魅力ある都市空間を形成するため、さまざまな都市機能の充実を図ります。また、市
民の暮らしを支える道路などの都市施設について、災害に対する備えや環境負荷の軽減などに配慮しなが
ら、計画的な整備や維持管理・更新を行います。

大綱７【 都市魅力 】

持続可能なまちづくりを実現するため、ＰＤＣＡサイクルによる進行管理のもと施策を推進するとともに、
公共施設などの資源を長期的に有効活用できるよう公共施設の最適化に取り組むなど、効果的かつ効率的な
行政経営を行います。また、市民にとって身近な基礎自治体として、地方分権の進展に伴う権限移譲に対応
するなど自主・自立のまちづくりに努めます。

大綱３【 福祉・健康 】

高齢者や障がい者をはじめ、だれもが住み慣れた地域で、安心していきいきと暮らし続けられるま
ちづくりに取り組みます。また、健康寿命の延伸をめざし、すこやかで心豊かに暮らせる健康・医
療のまちづくりに取り組みます。

大綱４【 子育て・学び 】

安心して子供を産み育てることができ、すべての子供の育ちが尊重されるとともに、豊かに学ぶことができ
るよう、家庭、地域、学校などの連携・協働のもと、子育て・教育環境の充実をめざします。また、すべて
の市民が生涯にわたって学べる環境を整えるとともに、学びの活動を通じて人と人、人と地域がつながるま
ちづくりに取り組みます。

大綱５【 環境 】

持続可能な社会の実現をめざし、市民が親しみをもてるような貴重な自然を守り育てるとともに、安全で健
康かつ快適な生活を営むことができる良好な環境を確保し、低炭素、資源循環、自然共生を基調としたまち
づくりを進めます。

平和の尊さを重んじ、性別などにかかわりなく市民一人ひとりがお互いの個性や価値観の違いを認め合う豊
かな人権感覚を育み、だれもが対等な社会の構成員として暮らせるまちづくりを進めます。また、市民と行
政との協働による取組を進めるとともに、地域における多様なコミュニティ活動の支援に努めるなど、市民
自治の確立に向けて取り組みます。

大綱２【 防災・防犯 】

さまざまな災害に対応するため防災・減災対策や消防体制を充実させるとともに、市民が犯罪やトラブルに
巻き込まれることを未然に防ぐための取組を進めます。また、地域での助け合いや市民の意識向上を支援す
るとともに、市民、企業、関係機関との連携のもと、だれもが安心して安全に暮らせるまちをめざします。

大学のあるまちといった強みや、文化・スポーツなどの活動を通じて育まれた市民のつながりなどを地域資
源として活用しながら、これまで受け継がれてきた魅力を発信するなど、市民のまちに対する愛着を深め、
一層の魅力向上をめざします。また、地元企業の事業活動や創業を支援することにより、雇用の創出や地域
経済の活性化をめざします。

大綱８【 行政経営 】
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